
(
4
)
　
松
江
藩
に
お
け
る
近
世
中
・
後
期
た
た
ら
製
鉄
業
の
展
開

相
　
良
　
英
　
輔

は
じ
め
に

田
郡
家
文
書
を
通
し
て
の
「
近
世
前
期
の
田
部
家
と
た
た
ら
経
営
」
に
つ
い
て
は
、

(
-
)

す
で
に
不
完
全
な
が
ら
分
析
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
近
世
中
期
以
降
の
た
た
ら
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
き
た
い
。

近
世
中
期
の
松
江
藩
鉄
山
政
策
は
ど
の
よ
う
な
展
開
萱
不
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
.

「
r
t
)

松
江
藩
は
慶
安
元
年
(
一
六
四
八
)
よ
り
鉄
を
藩
の
専
売
(
御
買
鉄
制
)
と
し
、
元

禄
四
年
(
l
六
九
1
)
天
秤
吹
き
が
始
ま
る
こ
ろ
も
御
札
座
に
よ
る
藩
専
売
は
続
け

ら
れ
た
。
元
禄
七
年
、
松
江
藩
は
天
秤
鞘
を
使
用
す
る
鐘
の
運
上
銀
を
三
割
増
額
さ

せ
る
が
　
(
ト
蔵
家
文
書
「
諸
控
」
)
、
こ
の
こ
と
は
天
秤
輔
導
入
が
鉄
生
産
量
増
大
に

(

蝣

-

-

r

,

)

つ
な
が
っ
た
こ
と
を
示
す
。

宝
永
元
年
(
1
七
〇
四
)
藩
専
売
は
中
止
と
な
り
、
仁
多
・
飯
石
・
大
原
・
神
門

四
郡
に
先
納
銀
六
〇
〇
貫
を
納
め
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
こ
の
先
納
銀
に
は

か
な
り
の
無
理
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
翌
四
年
に
は
中
止
さ
れ
、
ま
た
藩
専
売
に

な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
宝
永
四
年
十
月
、
幕
府
が
藩
札
の
発
行
を
禁
止
し
た
こ

と
も
あ
り
、
翌
五
年
七
月
藩
の
卸
札
座
に
よ
る
専
売
制
は
中
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
翌
五
年
秋
に
は
ま
た
ま
た
鉄
方
の
御
買
制
が
復
活
し
て
い
る
。
藩
は
た

た
ら
産
業
に
つ
い
て
専
売
制
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
導
権
を
握
り
、
た
た
ら
産
莱

を
藩
財
政
に
寄
与
さ
せ
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
。
し
か
し
な
か
な
か
鉄
師
た
ち
の
協
力

を
得
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
そ
の
後
、
藩
と
鉄
師
と
の
間
は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い

K>'-
宝
永
七
年
(
l
七
1
0
)
二
月
、
松
江
藩
の
有
力
鉄
師
柾
小
三
郎
は
、
郡
奉
行
速

水
与
一
兵
衛
に
対
し
、
御
札
座
鉄
代
過
銀
七
貫
八
〇
〇
匁
余
を
渡
し
て
く
れ
る
よ
う
、

下
郡
勘
右
衛
門
と
与
頭
七
郎
左
衛
門
の
取
次
に
よ
っ
て
願
い
出
て
い
る
が
、
拒
否
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
正
徳
元
年
(
1
七
二
)
五
月
に
は
松
江
藩
の
鉄
師
1
0
人

が
「
御
買
鉄
代
御
議
定
違
之
事
井
不
足
銀
」
に
つ
い
て
、
1
0
年
賦
で
返
却
い
た
だ

け
る
よ
う
、
鉄
方
卸
役
所
桑
原
喜
太
夫
、
岡
本
善
右
衛
門
へ
願
い
出
て
い
る
。
し
か

し
願
い
事
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
様
子
は
な
い
。
そ
の
後
、
藩
は
正
徳
四
年
八
月
に
は

「
天
秤
吹
」
を
禁
止
し
、
「
差
吹
」
ふ
い
ご
の
使
用
を
命
じ
て
い
る
が
、
す
ぐ
天
秤
吹

き
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。
藩
の
鉄
山
政
策
が
常
に
動
揺
し
、
1
貫
性
が
な
い
。

:o:

特
に
、
前
述
し
た
享
保
七
年
十
1
月
の
「
享
保
年
間
三
郡
御
買
鉄
二
関
ス
ル
1
件
」

を
見
る
と
、
藩
は
、
二
歩
銀
を
八
歩
銀
に
し
た
り
、
割
鉄
値
段
を
銑
値
段
で
計
算
し

て
い
た
り
し
た
。
さ
ら
に
藩
は
、
大
坂
鉄
値
段
の
情
報
を
独
占
し
て
い
る
と
思
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
鉄
師
た
ち
も
こ
の
当
時
は
す
で
に
大
坂
の
鉄
値
段
情
報

を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
藩
側
の
主
張
す
る
大
坂
鉄
値
段
が
鉄
師
た
ち
の
つ
か
ん

で
い
る
鉄
値
段
の
情
報
と
は
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
鉄
師
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、

藩
の
鉄
山
政
策
は
「
め
い
わ
-
仕
候
」
　
こ
と
で
あ
り
、
「
御
む
た
い
成
ル
事
」
　
で
あ

f
a
-
-
I

り
、
こ
の
ま
ま
で
は
鉄
師
た
ち
は
「
潰
れ
中
よ
り
外
無
御
座
候
」
と
訴
え
た
。
さ
ら

に
こ
の
時
藩
の
示
し
た
「
御
算
用
御
目
六
」
は
、
鉄
師
た
ち
か
ら
み
る
と
、
「
余
揺

ど
相
違
御
座
候
」
と
判
断
し
、
彼
ら
は
「
判
形
」
を
押
さ
ず
、
納
得
で
き
な
い
旨
の

「
口
上
書
」
を
差
し
出
し
た
。
怒
っ
た
郡
奉
行
の
桑
原
喜
太
夫
は
脇
差
に
手
を
か
け

強
引
に
了
承
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
鉄
師
た
ち
は
頑
と
し
て
同
意
し
な
か
っ
た
。
最

終
的
に
は
郡
奉
行
も
「
口
上
書
」
を
受
け
取
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
郡
奉
行
は
仁
多

郡
へ
出
郡
し
、
鉄
師
作
製
の
算
用
目
録
の
調
査
を
行
い
、
ほ
ど
な
く
事
件
は
終
息
し

(

蝣

c

.

て
い
る
。

こ
の
後
、
享
保
十
1
年
(
l
七
二
六
)
　
い
わ
ゆ
る
「
鉄
方
法
式
」
と
い
わ
れ
る
藩

の
鉄
山
政
策
が
決
め
ら
れ
、
鐘
は
仁
多
郡
五
カ
所
、
大
原
郡
1
カ
所
、
飯
石
郡
三
カ

所
、
神
門
郡
一
カ
所
が
認
め
ら
れ
、
鍛
冶
屋
は
四
カ
所
(
3
軒
半
)
と
定
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
一
〇
カ
所
の
鐘
に
対
し
て
先
納
銀
一
五
〇
貫
目
、
鍛
冶
屋
四
カ
所
に
対
し
て
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は
銀
l
 
O
貫
目
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宝
永
元
年
(
1
七
〇
四
)
「
御
買

鉄
制
」
を
止
め
た
時
、
「
先
納
銀
六
〇
〇
貫
目
」
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら

す
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
鉄
方
へ
配
慮
し
た
政
策
で
あ
る
。
し
か
も
鐘
株
を
一
〇
株
に
限
定

し
、
過
当
競
争
を
防
ぎ
、
安
定
し
た
鉄
山
業
の
存
続
を
意
識
し
た
政
策
で
あ
る
。

た
た
ら
製
鉄
業
も
天
秤
瑞
の
導
入
や
大
規
模
生
産
へ
の
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
り
、

山
間
地
の
零
細
農
民
の
重
要
な
賃
稼
ぎ
に
な
っ
て
い
た
。
藩
は
こ
れ
ま
で
た
た
ら
産

業
に
対
し
て
藩
財
政
へ
の
貢
献
の
み
を
課
し
て
き
た
が
、
領
民
の
生
活
を
支
え
る
産

業
と
み
な
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
安
定
し
た
年
貢
の
納
入
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
松
江
藩
に
お
け
る
た
た
ら
製
鉄
業
は
九
人
の
鉄
師
に
限
っ
た
天
秤
ふ
い

ご
に
よ
る
大
量
生
産
体
制
時
代
に
入
っ
て
い
-
。
し
か
し
そ
の
後
の
た
た
ら
製
鉄
業

は
決
し
て
平
坦
な
道
を
歩
ん
で
は
い
な
い
。
周
知
の
「
鉄
座
」
設
置
に
よ
る
鉄
師
へ

の
影
響
に
つ
い
て
も
、
松
江
藩
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
検
証
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
鉄
師
の
史
料
に
従
っ
て
、
中
・
後
期
の
た
た
ら

製
鉄
業
の
時
代
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

一
鉄
座
の
設
置
と
鉄
師
へ
の
影
響

安
永
九
年
(
一
七
八
〇
)
か
ら
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
ま
で
、
幕
府
に
よ
っ
て

鉄
座
が
設
置
さ
れ
、
鉄
値
段
が
下
が
っ
て
鉄
生
産
者
を
苦
し
め
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で

も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
松
江
藩
に
お
い
て
は
具
体
的
な
史
料
の

明
示
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
の
鉄
師
の
具
体
的
な
寡

状
を
見
て
み
た
い
。

た
た
ら
製
鉄
の
現
状
を
知
る
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
史
料
と
し
て
「
鉄
方
御
用
留
」

が
あ
る
。
鉄
師
た
ち
の
願
い
事
な
ど
が
庄
屋
・
下
郡
・
組
頭
な
ど
へ
出
さ
れ
、
そ
れ

が
藩
へ
取
り
継
が
れ
て
い
く
史
料
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
鉄
座
の
設
置
さ
れ
た
翌

年
の
安
永
十
年
の
「
鉄
方
御
用
留
」
を
見
る
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
正
月
に

加
金
村
の
仁
兵
衛
は
大
内
原
に
「
差
吹
炉
」
を
二
月
か
ら
「
壱
ヶ
月
受
」
で
操
業
し

た
い
旨
、
願
い
出
て
い
る
。
仁
兵
衛
は
四
月
に
も
五
月
か
ら
「
「
1
ケ
月
請
」
で
操

業
を
願
い
出
て
い
る
0
こ
の
時
も
「
差
吹
炉
」
で
あ
る
.
勿
論
多
-
の
場
合
、
既
に

「
天
秤
吹
」
で
あ
る
が
、
ま
だ
こ
の
よ
う
に
「
差
吹
炉
」
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.

し
か
し
操
業
許
可
願
い
の
期
間
が
l
月
と
い
う
の
は
珍
し
-
な
-
、
l
～
三
月
が
む

し
ろ
一
般
的
で
あ
る
。
天
明
四
～
五
年
の
「
鉄
方
御
用
留
」
を
見
る
と
、
「
三
～
六

ケ
月
請
」
の
操
業
許
可
申
請
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
通
年
操
業
で
な
い
と
こ
ろ
に
た

た
ら
操
業
の
不
安
定
性
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
安
永
十
年
正
月
二
十
一
日
、
藩
は
、
鉄
師
頭
取
で
あ
る
田
部
長
右
衛
門

に
対
し
て
「
大
馬
木
村
四
郎
左
衛
門
差
悶
」
に
よ
り
、
「
田
畑
家
財
御
取
上
、
炉
・

鍛
冶
屋
之
分
ハ
御
仕
入
之
名
目
」
と
通
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
仁
多
郡
大
馬
木
村

の
四
郎
左
衛
門
(
麻
原
家
)
は
こ
の
時
経
営
不
振
に
よ
っ
て
借
金
が
か
さ
み
、
破
産

し
て
藩
に
家
督
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
大
馬
木
村
四
那

左
衛
門
鉄
師
頭
取
御
免
」
に
な
っ
て
い
る
。
麻
原
家
に
か
わ
っ
て
頭
取
に
な
っ
た
の

は
ト
蔵
屋
甚
兵
衛
で
あ
る
。
田
部
長
右
衛
門
は
そ
の
ま
ま
頭
取
で
、
二
人
頭
取
体
制

で
あ
る
。

鉄
座
設
置
に
よ
る
幕
府
の
鉄
専
売
制
が
、
鉄
の
生
産
者
に
与
え
た
打
撃
は
か
-
も

大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鉄
座
の
設
置
に
よ
る
経
営
不
振
は
麻
原
家
の
み
で
は
な
い
.

天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
十
月
五
日
、
田
部
長
右
衛
門
は
松
江
藩
に
対
し
、
た
た
ら

操
業
に
お
け
る
労
働
者
の
用
米
と
し
て
、
「
例
年
願
米
千
弐
百
表
拝
借
被
仰
付
度
旨
」

願
い
出
、
藩
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
代
銀
上
納
に
つ
い
て
は
、
翌
五

巳
年
の
三
月
か
ら
六
月
ま
で
に
、
米
の
「
地
平
均
値
段
」
で
上
納
す
る
よ
う
に
念
を

<
a

押
し
て
い
る
。
こ
れ
は
例
年
の
拝
借
米
で
あ
っ
た
が
、
藩
に
対
す
る
拝
借
米
は
そ
れ

の
み
で
は
な
か
っ
た
。

松
江
藩
の
鉄
師
た
ち
は
困
窮
し
て
い
た
た
め
、
藩
は
田
部
長
右
衛
門
を
含
め
た
秩

師
た
ち
に
対
し
、
天
明
四
年
「
辰
納
米
式
千
六
百
表
」
の
拝
借
米
の
願
い
を
了
承
し
、
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先
の
田
部
長
右
衛
門
と
同
じ
-
そ
の
代
銀
は
米
価
の
　
「
地
平
均
直
段
」
　
で
翌
年
の
三

月
か
ら
六
月
ま
で
に
上
納
す
る
よ
う
鉄
師
代
表
の
田
部
長
右
衛
門
と
卜
蔵
甚
兵
衛
へ

o

申
し
渡
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
年
に
は
、
田
部
長
右
衛
門
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て

の
鉄
師
は
　
「
鍍
用
米
無
之
候
而
難
儀
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
翌
天
明
五
年
に
も
鉄
師
た
ち
の
窮
状
は
続
い
た
。
そ

の
結
果
、
天
明
五
年
十
月
二
十
六
日
田
部
長
右
衛
門
は
莫
大
な
借
金
を
抱
え
て
し
ま

い
、
藩
へ
の
　
「
上
納
相
滞
候
」
　
こ
と
に
な
り
、
「
田
畑
山
林
家
財
と
も
ニ
」
残
ら
ず

目
録
を
差
出
し
、
「
公
物
返
上
相
済
候
迄
」
　
は
目
録
に
書
い
て
あ
る
家
督
は
す
べ
て

I
.
-
,
-
.
I

藩
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
炉
操
業
を
や
め
て
し

ま
っ
て
は
「
公
物
返
上
」
も
で
き
な
い
の
で
、
藩
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
操
業
の
た
め

の
道
具
な
ど
は
藩
が
貸
渡
す
こ
と
に
し
て
い
る
.
つ
ま
り
「
炉
ハ
下
作
之
通
吹
続
キ

候
様
」
申
し
渡
し
て
い
る
。
さ
ら
に
三
日
後
、
藩
は
「
田
部
長
右
衛
門
儀
右
折
支
配

人
」
　
に
申
し
つ
け
て
い
る
.
炉
操
業
に
必
要
な
道
具
類
を
は
じ
め
l
切
の
家
督
は
差

し
押
さ
え
る
が
、
た
た
ら
操
業
は
続
行
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
者
に
も
任
命

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鉄
座
設
置
の
問
に
線
原
家
、
田
郡
家
と
い
う
代
表
的
た
た
ら
生
産
者

が
二
人
も
　
「
破
産
」
　
に
お
い
こ
ま
れ
た
。
い
か
に
鉄
座
設
置
が
た
た
ら
生
産
者
に

と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
た
ら
の
不
振
は
農
村
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
天
明
五
年
正
月
、
仁
多
那

大
馬
木
村
の
年
寄
定
吉
と
庄
屋
次
兵
衛
は
、
下
郡
次
郎
兵
衛
と
与
頭
四
郎
右
衛
門
を

(S)

通
し
て
藩
へ
無
運
上
の
大
鍛
冶
屋
i
軒
の
許
可
願
い
を
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
三
四
十
年
以
前
迄
者
鍍
鍛
冶
屋
も
不
絶
吹
続
候
放
、
農
業
之
問
々
諸
か
せ
き
を
以

御
上
納
相
勤
、
仮
成
百
姓
相
続
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
「
其
後
鉄
山
中
絶
、
請

働
も
無
御
座
」
、
木
を
伐
る
こ
と
も
な
-
な
っ
て
、
山
々
に
木
が
立
ち
寵
り
、
猪
や

鹿
が
繁
殖
し
、
作
物
を
荒
ら
し
、
「
百
姓
相
続
難
相
成
、
迷
惑
至
極
」
　
で
あ
り
、
村

民
は
困
窮
し
て
い
る
。
そ
こ
で
大
馬
木
村
の
庄
屋
・
年
寄
は
、
村
民
を
代
表
し
て

天明5年　EEl部家のたたら経営が困難に陥った時の一件史料(「鉄方御用留)
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「
暫
之
内
、
無
運
上
之
大
鍛
冶
屋
壱
軒
」
を
仰
せ
下
さ
る
よ
う
願
い
出
て
い
る
。

こ
の
願
い
の
三
～
四
十
年
以
前
は
、
鐘
・
鍛
冶
屋
も
絶
え
ず
吹
き
続
け
て
い
た
が
、

天
明
五
年
に
は
鉄
山
中
絶
も
少
な
-
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
　
寛
政
十
年
の
鉄
師
共
借
銀
と
割
鉄
生
産
へ
の
移
行

「
鉄
方
法
式
」
は
鐘
株
を
一
〇
カ
所
、
鍛
冶
屋
を
四
カ
所
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は

藩
の
鉄
山
政
策
が
銑
生
産
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

近
世
前
期
に
割
鉄
よ
り
も
鉄
の
生
産
が
多
か
っ
た
の
は
松
江
藩
の
特
徴
で
あ
る
。
た

と
え
ば
広
島
藩
の
場
合
、
享
保
十
二
年
(
l
七
二
七
)
　
の
山
県
郡
に
お
い
て
鐘
カ
所

は
わ
ず
か
二
カ
所
で
あ
る
が
、
割
鉄
鍛
冶
屋
は
二
四
カ
所
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
流
れ
は
後
々
ま
で
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
銃
で
大
坂
へ
出
荷
す
る
こ
と
は
な
-
、

ォ
)

す
べ
て
割
鉄
の
出
荷
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
松
江
藩
の
場
合
、
寛
保
4
-
寛
延
二
年
(
一
七
四
四
～
一
七
四
九
)
　
の
鉄

販
売
量
の
割
鉄
と
鉄
と
鋼
の
比
率
を
見
る
と
、
五
三
%
、
四
五
%
、
二
%
で
あ
る
。

宝
暦
十
四
年
(
1
七
六
四
)
　
の
場
合
も
、
割
鉄
、
銃
、
鋼
の
比
率
は
四
八
%
、
四
九

(
3
)

%
、
三
%
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
天
保
十
四
年
(
1
八
四
三
)
　
の
史
料
で
は
こ
れ
が
大

き
く
変
化
す
る
。
一
〇
人
の
鉄
師
の
う
ち
、
九
人
は
す
べ
て
割
鉄
の
み
を
販
売
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
銃
を
販
売
し
て
い
る
の
は
宮
本
御
鍍
の
み
で
あ
る
。
割
鉄
生
産
の

比
率
が
増
大
し
て
い
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
寛
政
二
年
三
月
「
無

(
3
)

運
上
鍛
冶
屋
御
免
被
仰
付
候
勅
願
書
写
」
　
の
な
か
の
　
「
御
内
々
演
説
申
覚
」
に
よ
る

と
、
松
江
藩
は
「
無
運
上
」
　
で
大
鍛
冶
屋
を
三
～
四
軒
許
可
し
た
場
合
、
引
き
受
け

る
者
が
い
る
か
ど
う
か
を
鉄
師
役
人
の
可
部
屋
三
郎
左
衛
門
と
ト
蔵
屋
甚
兵
衛
に
問

い
た
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鉄
師
側
は
「
鍛
冶
屋
仕
候
人
之
様
子
も
不
相

知
、
憧
成
儀
も
難
申
上
奉
存
候
」
と
か
「
鍛
冶
屋
職
人
稀
二
御
座
候
問
、
急
二
人
敬

集
候
儀
無
覚
束
奉
存
候
」
と
申
し
述
べ
て
そ
れ
ほ
ど
鍛
冶
屋
株
の
増
大
に
積
極
的
で

は
な
い
。
し
か
し
藩
役
人
の
方
は
「
銑
二
而
他
国
出
し
致
候
よ
り
ハ
成
丈
割
鉄
ニ
シ

テ
差
出
候
へ
ハ
御
国
産
も
相
増
、
鉄
師
手
前
こ
て
も
余
カ
ニ
相
成
候
」
と
割
鉄
出
荷

を
促
し
て
い
る
。

藩
の
こ
の
よ
う
な
積
極
的
鉄
山
政
策
に
つ
い
て
の
発
言
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
時
期
の
た
た
ら
産
業
の
苦
境
を
考
え
ざ
る
を
得

な
い
o
前
述
の
よ
う
に
、
幕
府
は
安
永
九
年
(
1
七
八
〇
)
　
以
降
、
大
坂
に
鉄
座
を

設
置
し
、
諸
国
の
産
鉄
は
す
べ
て
大
坂
に
積
登
せ
、
鉄
の
買
い
入
れ
価
格
は
鉄
座
に

お
い
て
決
定
し
た
。
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
産
地
鉄
師
た
ち
は
甚
大
な
影
響
を
受
け
、

壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
O
　
こ
の
政
策
は
天
明
七
年
(
1
七
八
七
)
　
に
撤
回
さ
れ
る

が
、
松
江
藩
の
鉄
師
た
ち
は
な
か
な
か
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
坂
問
屋
に
莫

大
な
借
金
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
　
に
は
樫
井
源
兵
衛

と
綿
屋
長
右
衛
門
が
借
主
と
な
り
、
松
江
藩
の
重
役
が
保
証
人
と
な
り
、
年
賦
で
こ

(
3
)

れ
を
返
済
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
松
江
藩
の
鉄
師
一
統
は
「
大
坂
鉄
座
巳
来
値
段
追
々
引
下
ケ
」
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
大
坂
鉄
問
屋
の
天
王
寺
屋
五
兵
衛
、
鴻
池
栄
三
郎
、
嶋
屋
市
兵
衛
、
泉

屋
理
助
に
対
し
、
「
甚
高
借
こ
お
よ
」
ん
だ
。
そ
こ
で
藩
へ
愁
訴
し
、
援
助
を
求
め

た
。
そ
こ
で
藩
の
御
勝
手
方
御
奉
行
森
東
蔵
は
、
寛
政
十
年
二
月
、
鉄
師
の
代
表
で

あ
る
可
部
屋
源
兵
衛
と
綿
屋
茂
兵
衛
の
両
人
を
引
き
連
れ
登
坂
し
、
前
述
の
四
人
の

鉄
問
屋
か
ら
銀
千
百
貫
目
を
拾
年
賦
、
年
利
八
束
の
　
「
御
議
定
」
　
で
二
人
の
鉄
師
が

借
用
す
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
を
藩
が
保
証
す
る
形
を
取
っ
て
い
る
。

国
元
で
は
、
七
人
の
鉄
師
が
藩
か
ら
銀
一
二
二
八
貫
余
を
拝
借
す
る
こ
と
に
な
り
、

「
此
度
於
大
坂
表
二
御
借
用
被
為
下
置
、
貧
民
御
救
、
鉄
山
為
永
続
、
鉄
師
共
銘
々

へ
御
銀
拝
借
被
為
仰
付
」
た
こ
と
を
「
恐
大
難
有
仕
合
奉
存
候
」
と
感
謝
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
倍
銀
す
る
に
つ
い
て
は
、
七
人
全
員
が
「
先
達
而
差
出
置
候
田
畑
山
林
請

家
督
不
残
書
入
申
上
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
田
部
長
右
衛
門
と
可
部
屋
源
兵
衛
に
は

御
議
定
の
通
り
返
済
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
七
人
の
　
「
連
判
証
文
」
を
「
覚
」
と
し

て
差
出
さ
せ
て
い
る
。
田
部
長
右
衛
門
と
可
部
屋
源
兵
衛
は
そ
れ
を
添
付
し
て
藩
の
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役
人
で
あ
る
岩
冨
権
兵
衛
、
勝
田
為
二
郎
宛
て
に
、
「
御
返
上
之
儀
者
乍
此
上
私
共

よ
り
桐
敷
手
語
仕
、
少
し
も
無
間
違
」
御
議
定
通
り
利
銀
を
差
出
す
と
し
て
い
る
。

借
銀
し
た
者
と
そ
の
額
は
、
第
1
表
の
如
-
で
あ
る
が
、
田
部
長
右
衛
門
銀
三
八

〇
貫
余
、
湯
野
廻
四
郎
左
衛
門
(
麻
原
家
)
銀
一
五
三
貫
余
、
可
部
屋
源
兵
衛
銀
二

五
八
貫
余
と
続
き
、
た
た
ら
製
鉄
経
営
の
規
模
の
大
き
い
者
は
借
銀
額
も
大
き
い
。

こ
の
藩
に
対
す
る
借
銀
は
最
終
的
に
は
七
人
で
銀
一
三
三
〇
貫
目
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鉄
師
た
ち
は
大
坂
鉄
問
屋
か
ら
の
借
銀
と
そ
れ
に
対
す
る
藩
の

「
救
済
」
な
-
し
て
は
た
た
ら
経
営
の
継
続
は
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
結

局
、
幕
府
の
鉄
座
設
置
に
よ
っ
て
経
営
が
困
難
に
な
り
、
そ
の
窮
状
か
ら
抜
け
出
し

第1表　寛政10年(1798)鉄師共松江藩からの

家別借用銀

借 主 借 銀

田部長右衛門 380貫129匁1分5度

湯野廻四郎左衛門 153貫669匁2分5度

可部屋源平衛 258貫811匁3分3厘

ト蔵屋甚平衛 74貰666匁6分6厘

加食一郎右衛門 29貫319匁2分1厘

山本屋忠左衛門 70貫768匁7分4厘

川之内清右衛門 141貫537匁4分7度

田部長右衛門 2 人合わせて

120貫目可部屋源平衛

合 計 1228貰901匁8分1度

出典: 「寛政十歳午三月　鉄師共大坂借用銀鉄方卸役所御振替被下

置歳賦御上納算用帳」。

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
た
た
ら
産
業
に
お
け
る
事
情
を
背
景
に
、
松
江
藩
も
鉄
師
た
ち
に
早

-
経
営
を
軌
道
に
乗
せ
て
は
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
銑
出

荷
か
ら
割
鉄
出
荷
を
推
奨
し
、
そ
の
た
め
無
運
上
鍛
冶
屋
の
担
い
手
を
探
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
た
た
ら
関
係
者
が
今
l
　
つ
積
極
的
で
な
か
っ
た
.
寛

政
十
1
年
(
1
七
九
九
)
　
の
「
鉄
方
御
用
留
」
に
も
藩
が
割
鉄
生
産
を
進
め
て
い
る

(S)

史
料
が
あ
る
。
文
化
六
年
(
一
八
〇
九
)
　
に
も
同
様
の
史
料
が
あ
る
。
こ
う
し
て
最

初
積
極
的
で
な
か
っ
た
鉄
師
た
ち
も
し
だ
い
に
割
鉄
生
産
に
重
点
を
お
く
よ
う
に
な

り
、
天
保
十
四
年
に
は
ほ
と
ん
ど
割
鉄
の
出
荷
に
な
っ
て
い
た
。
は
じ
め
三
軒
半
し

か
認
め
て
い
な
か
っ
た
鍛
冶
屋
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
無
運
上
鍛
冶
屋
と
し
て
認
め

て
い
き
、
し
だ
い
に
鍛
冶
屋
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鍛
冶
屋
経
営
に
最
も
積
極
的
で
あ
っ
た
の
が
田
部
家
で
あ
っ
た
。
享
保
十
1

年
に
は
松
江
藩
全
体
で
四
カ
所
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
鍛
冶
屋
で
あ
っ
た
が
、

安
政
五
年
(
1
八
五
八
)
　
に
田
郡
家
の
み
で
広
瀬
領
内
の
も
の
も
含
め
、
七
カ
所
の

鍛
冶
屋
を
経
営
し
て
い
る
。
銑
生
産
か
ら
割
鉄
生
産
・
出
荷
へ
の
転
換
に
も
っ
と
も

積
極
的
で
あ
っ
た
田
郡
家
は
、
さ
ら
に
飛
躍
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
文
政
十
三
年
と
元
治
二
年
の
吉
田
町
大
火

文
政
十
三
年
(
一
八
三
〇
)
六
月
十
七
日
九
ツ
　
(
子
刻
・
深
夜
十
二
時
)
、
吾
田

町
の
無
田
和
四
郎
方
よ
り
出
火
、
お
り
し
も
西
南
の
強
風
に
よ
り
大
火
に
な
り
、

(S)

「
竃
数
」
二
1
軒
を
類
焼
し
た
.
こ
の
時
、
田
部
長
右
衛
門
宅
は
風
下
で
は
あ
っ
た

が
、
大
勢
の
者
が
集
ま
り
、
「
防
禦
」
し
た
結
果
、
な
ん
と
か
類
焼
を
免
れ
た
が
、

長
右
衛
門
家
の
貸
家
一
五
軒
と
分
家
・
下
綿
屋
(
佐
一
右
衛
門
家
)
居
宅
、
同
家
土

蔵
・
納
屋
・
湯
殿
・
雪
隠
と
も
残
ら
ず
焼
失
し
た
。

佐
一
右
衛
門
は
三
刀
屋
町
の
福
庭
太
郎
兵
衛
の
実
男
で
、
下
綿
屋
を
相
続
し
た
が
、

転
じ
て
本
家
・
前
綿
屋
十
七
代
長
右
衛
門
家
を
継
い
だ
。
大
火
は
そ
の
直
後
の
出
栄
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事
と
思
わ
れ
る
。
「
御
注
進
中
上
細
事
」
に
は
、
焼
け
出
さ
れ
た
家
の
す
べ
て
を
列

挙
す
る
な
か
で
、
そ
の
一
軒
に
「
当
時
明
家
二
相
成
居
候
佐
一
右
衛
門
家
」
が
記
さ

れ
て
い
る
0
当
時
分
家
で
あ
っ
た
下
綿
屋
・
佐
1
右
衛
門
家
が
ど
の
よ
う
な
規
模
の

家
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
類
焼
の
家
を
列
挙
し
た
中
で
は
、
佐
1
右
衛

門
家
は
、
持
高
一
二
四
石
、
町
屋
敷
五
カ
所
、
「
明
家
」
一
軒
、
そ
れ
に
湯
殿
・
雪

隠
l
軒
、
味
噌
蔵
1
軒
、
土
蔵
二
軒
、
納
屋
1
軒
を
焼
失
し
た
と
あ
る
.
吉
田
町
で

は
田
部
本
家
に
次
ぐ
家
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
本
家
で
あ
る
田
辺
長
右
衛
門

家
も
一
五
軒
の
貸
家
を
焼
失
し
て
い
る
。
こ
の
「
一
五
軒
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
町
屋

敷
」
で
は
な
く
、
新
町
の
長
屋
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
町
は
六
〇
数
軒
の
町

並
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
町
屋
敷
」
　
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
大
火
は
田
部
家
に
と
っ
て
も
大
変
な
痛
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
田
部
家
の
た
た
ら
製
鉄
業
は
逆
に
少

し
ず
つ
隆
盛
に
向
か
う
こ
と
は
後
述
す
る
。

さ
て
、
田
郡
家
の
歴
史
に
お
い
て
、
元
治
二
年
(
一
八
六
五
)
五
月
七
日
、
暁
八

ツ
　
(
午
前
二
時
こ
ろ
)
　
に
発
生
し
た
火
事
は
大
事
件
で
あ
る
。
以
下
、
「
吟
味
口
上

(S)
書
」
　
に
従
っ
て
こ
の
大
火
を
見
て
み
た
い
。

吉
田
町
・
田
部
長
右
衛
門
手
代
の
礼
蔵
は
、
田
部
家
の
裏
門
長
屋
に
居
住
し
て
い

た
が
、
夕
方
炉
の
灰
を
取
り
、
俵
に
入
れ
、
門
脇
に
お
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
灰
の
中

に
火
の
気
が
残
っ
て
い
て
、
積
み
上
げ
て
い
た
木
に
火
が
燃
え
移
り
、
お
り
し
も
西

南
の
大
風
が
吹
い
て
い
た
た
め
、
田
部
家
居
宅
に
燃
え
移
り
、
土
蔵
も
類
焼
し
、
さ

ら
に
吉
田
町
の
道
の
両
側
へ
燃
え
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
は
日
照
り
続
き
で
乾

燥
し
て
い
た
た
め
大
火
と
な
り
、
町
全
体
を
燃
え
つ
-
し
た
。
焼
け
出
さ
れ
た
竃
数

(
居
宅
)
は
六
一
件
、
土
蔵
二
三
軒
(
う
ち
四
軒
は
半
焼
)
、
こ
の
外
、
西
福
寺
、
薬

師
堂
、
十
王
堂
、
御
制
札
場
も
焼
け
出
さ
れ
た
。
被
災
者
は
二
四
九
人
で
あ
る
。

こ
の
「
吟
味
口
上
書
」
に
は
、
焼
け
出
さ
れ
た
家
、
そ
の
家
族
数
、
さ
ら
に
町
で

あ
る
が
耕
地
を
持
っ
て
い
る
家
に
つ
い
て
は
そ
の
持
高
石
数
、
焼
失
物
な
ど
も
す
べ

て
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
当
時
の
吉
田
町
の
現
状
が
比
較
的
よ
-
わ
か
る
。

詳
細
を
述
べ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
概
略
記
し
て
お
き
た
い
。

吉
田
町
の
中
で
、
高
持
は
二
二
人
で
、
そ
の
な
か
で
五
石
以
上
は
二
人
、
1
0

石
以
上
で
み
る
と
九
人
で
あ
る
。
無
高
が
三
九
人
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
主
に
商
い
で

生
計
を
た
て
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
残
り
二
二
人
は
商
い
の
余
力
で
耕
地
を
持
っ
た

者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
借
屋
住
ま
い
の
者
は
1
六
人
で
あ
る
。
こ
の

中
で
土
蔵
を
持
っ
て
い
る
者
が
三
人
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
土
蔵
な
ど
な
い
小
商
い

の
者
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
た
だ
、
西
福
寺
の
借
屋
に
住
む
藤
次
は
五
石
二
斗

の
高
持
で
あ
る
。

吉
田
町
の
最
有
力
者
・
田
部
長
右
衛
門
は
、
持
高
九
七
〇
石
、
焼
け
出
さ
れ
た
居

家
1
軒
(
ほ
か
に
長
右
衛
門
後
家
貞
順
居
宅
が
あ
る
)
、
土
蔵
二
軒
(
焼
け
て
い
な

い
土
蔵
は
記
さ
れ
て
い
な
い
)
、
酒
蔵
二
軒
、
納
屋
小
屋
二
軒
、
雪
隠
一
五
、
雪
隠

小
屋
l
軒
、
水
車
1
で
あ
る
。
こ
の
外
、
田
部
家
の
所
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
火

元
礼
蔵
の
長
屋
と
借
屋
五
軒
が
あ
る
。
期
せ
ず
し
て
吉
田
町
に
お
け
る
田
郡
家
の
実

態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
外
、
家
督
(
資
産
)
と
し
て
は
、
も
っ

と
も
重
要
な
炉
場
、
大
鍛
冶
場
、
山
内
住
宅
が
あ
る
.
安
政
五
年
(
1
八
五
八
)
時

点
で
餌
場
三
カ
所
、
大
鍛
冶
場
七
カ
所
が
あ
る
。

長
右
衛
門
以
外
の
有
力
者
と
し
て
は
、
年
寄
の
俸
七
が
四
六
石
の
高
持
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
日
代
の
六
右
衛
門
は
五
〇
石
の
高
持
で
あ
る
。
六
右
衛
門
は
借
屋
二
軒
を
拷

ち
、
侍
七
も
1
軒
を
所
有
し
て
い
る
o
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
商
い
を
し
て
い
た
か
は

定
か
で
な
い
。
こ
の
外
貸
屋
持
ち
と
し
て
は
、
西
福
寺
二
軒
、
蔦
平
も
二
軒
所
有
し

て
い
る
.
寓
平
は
二
〇
石
の
高
持
で
も
あ
る
。
他
に
1
軒
の
貸
屋
を
所
有
す
る
者
が

四
人
い
る
。
田
部
長
右
衛
門
の
隣
家
に
渡
部
常
伯
が
い
る
が
、
彼
は
医
者
で
一
四
石

六
斗
の
高
持
で
も
あ
る
。

以
上
、
吉
田
町
の
街
並
み
に
つ
い
て
概
略
み
て
き
た
。
田
部
長
右
衛
門
家
と
下
棉

屋
は
別
格
と
し
て
、
外
に
有
力
商
人
と
し
て
年
寄
・
侍
七
、
日
代
・
六
右
衛
門
が
お
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り
、
こ
れ
に
次
ぐ
者
と
し
て
七
人
ほ
ど
の
高
持
の
商
人
が
い
た
が
、
概
し
て
小
規
模

の
商
い
を
し
て
い
た
者
で
あ
ろ
う
。

こ
の
大
火
で
田
部
家
も
打
撃
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、
た
た
ら
生
産
の
場
は
節

場
に
し
ろ
、
大
鍛
冶
場
に
し
ろ
、
別
途
各
地
に
分
散
し
て
い
た
こ
と
か
ら
事
業
は
続

け
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
物
価
暴
騰
の
折
り
で
は
あ
っ
た
が
、
鉄
価
も
さ
ら
に
高

騰
し
て
い
た
の
で
、
む
し
ろ
大
き
な
利
益
を
あ
げ
、
幕
末
の
田
部
家
は
、
松
江
城
下

に
宅
地
や
借
屋
を
多
-
購
入
し
、
拡
張
の
時
期
と
な
っ
て
い
る
。

四
　
田
部
家
一
八
代
豊
房

田
部
家
十
八
代
は
豊
房
で
あ
る
。
豊
房
は
富
村
(
旧
、
斐
川
町
)
　
の
新
田
与
兵
衛

実
男
で
、
田
部
家
へ
養
子
に
入
る
。
十
七
代
に
続
い
て
養
子
で
あ
る
。
豊
房
は
費
の

入
っ
た
肖
像
画
を
そ
の
妻
涛
子
の
も
の
と
二
幅
残
し
て
い
る
。
豊
房
は
文
久
二
年

(
一
八
六
二
)
、
涛
子
は
元
治
元
年
の
没
で
あ
る
が
、
こ
の
掛
軸
二
幅
は
い
ず
れ
も
晩

年
の
も
の
の
よ
う
で
、
肖
像
画
に
は
、
頼
山
陽
の
弟
子
・
「
義
亮
写
」
と
あ
る
。
義

亮
は
山
陽
の
肖
像
画
を
描
い
て
い
る
画
家
と
し
て
名
を
成
し
て
い
る
が
、
田
郡
家
が

瀬
戸
内
側
の
こ
の
よ
う
な
有
名
な
画
家
に
わ
ざ
わ
ざ
肖
像
画
を
依
頼
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
田
部
家
の
経
済
的
名
声
が
松
江
藩
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

田
郡
家
は
、
天
保
四
～
七
年
(
l
八
三
三
～
l
八
三
六
)
　
の
度
重
な
る
飢
鐘
の
時

代
に
、
経
済
的
不
況
に
耐
え
て
ど
う
に
か
家
の
存
続
を
守
っ
た
が
、
天
明
五
年
(
一

七
八
五
)
と
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
　
に
続
い
て
、
弘
化
四
年
(
一
八
四
七
)
　
に
も

(
5
0

「
諸
家
督
悉
皆
上
江
御
引
上
ケ
被
仰
付
」
と
あ
り
、
田
郡
家
の
財
産
す
べ
て
を
藩
に

引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
苦
難
の
時
期
の
田
郡
家
の
家
長
が
一
八
代
豊
房
で
あ
る
。
弘
化
四
年
の
経
済

的
苦
境
の
要
因
に
つ
い
て
、
堀
江
咲
月
は
こ
の
時
期
を
「
銀
札
の
価
値
の
下
落
に
よ

り
、
諸
品
が
高
騰
し
、
同
時
に
鉄
山
労
働
者
の
賃
金
や
駄
賃
も
増
長
し
」
て
い
た
。

「
鉄
山
経
営
で
は
山
内
に
大
量
の
米
や
諸
物
資
を
供
給
し
、
ま
た
製
品
で
あ
る
鉄
を

市
場
へ
送
り
出
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
運
送
は
多
く
は
周
辺
村
落
の
農
氏

の
仕
事
で
あ
っ
た
。
物
価
の
高
騰
に
加
え
、
労
賃
・
運
搬
費
も
上
昇
す
る
こ
の
状
況

(S)

は
鉄
山
経
営
に
と
っ
て
非
常
に
苦
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
分
析
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
結
果
、
広
島
藩
を
代
表
す
る
た
た
ら
経
営
者
佐
々
木
家
の
経
営
は
悪
化
し

た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
広
島
藩
な
ら
ず
、
松
江
藩
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
じ
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
田
部
家
は
す
べ
て
の
家
督
を
藩
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
苦
境
に
あ
い
な
が
ら
も
、
豊
房
は
よ
-
そ
の
苦
難
に
も
耐
え
、
そ
の

後
の
鉄
の
需
要
拡
大
と
鉄
値
段
の
高
騰
に
も
助
け
ら
れ
、
田
部
家
の
さ
ら
な
る
成
良

に
尽
力
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
豊
房
と
そ
の
妻
に
つ
い
て
の
、
費
の
あ
る
肖
像

画
・
掛
軸
二
幅
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
.
豊
房
の
賛
を
l
部
分
紹
介
す
る

と
、
「
度
量
不
群
、
胸
襟
清
白
、
忠
上
慈
私
、
穀
家
以
徳
、
公
賞
屡
歓
、
家
門
奨
適
、

既
難
指
舎
、
名
実
鉄
石
」
と
あ
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
な
解
釈
を
試
み
る
と
、
「
豊
房
は

人
間
と
し
て
度
量
抜
群
で
、
心
は
清
-
、
お
上
に
も
忠
実
で
、
私
的
な
と
こ
ろ
で
は

百
姓
や
雇
用
人
な
ど
を
慈
し
み
、
地
主
と
し
て
徳
を
持
ち
、
藩
か
ら
し
ば
し
ば
賞
さ

れ
、
田
郡
家
の
名
誉
は
高
め
ら
れ
て
き
た
。
弘
化
四
年
、
経
済
的
苦
境
に
陥
り
、
家

督
を
失
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
名
実
と
も
に
ゆ
る
ぐ
こ
と
は
な
く
、
鉄
壁
で
あ
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
「
賛
」
　
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
形
式
的
に
褒
め
た
た
え
て
い

る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
-
、
や
は
り
田
部
家
を
発
展
さ
せ
た
逸
材
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。妻

・
涛
子
は
l
四
代
田
郡
安
興
の
娘
で
あ
る
が
、
1
四
～
l
六
代
の
三
人
が
文
化

七
年
(
l
八
l
 
O
)
　
の
1
年
間
で
没
し
て
い
る
。
そ
の
後
l
七
代
は
興
真
が
養
子
と

し
て
入
り
、
一
八
代
も
養
子
豊
房
で
あ
り
、
そ
の
妻
が
涛
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

涛
子
の
　
「
賛
」
を
一
部
紹
介
す
る
と
、
「
衆
人
景
慕
、
親
疎
無
量
、
不
肖
富
有
、
敏

而
労
忘
、
牝
馬
守
徳
、
室
家
有
光
、
天
棄
温
順
、
漸
至
為
長
、
豊
房
来
也
、
以
配
豊
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房
」
と
あ
る
。
簡
単
な
解
説
を
試
み
る
と
、
「
涛
子
は
多
-
の
人
に
慕
わ
れ
、
親
し

い
か
ら
と
か
親
し
-
な
い
か
ら
と
か
で
接
し
方
を
変
え
る
こ
と
も
い
な
-
、
富
裕
に

も
と
ら
わ
れ
ず
、
機
敏
で
労
を
い
と
わ
ず
、
女
性
と
し
て
徳
を
守
り
、
一
家
に
光
を

も
た
ら
し
た
。
天
性
の
温
順
な
性
格
を
持
ち
、
大
人
に
な
っ
て
、
豊
房
が
養
子
に

入
っ
て
-
る
や
、
豊
房
の
妻
と
し
て
、
豊
房
を
支
え
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

て
き
ぱ
き
と
家
の
事
を
さ
ば
き
な
が
ら
、
穏
健
で
気
配
り
の
で
き
た
女
性
を
妨
律
と

さ
せ
る
。

さ
て
、
一
八
代
豊
房
は
嘉
永
期
以
降
、
比
較
的
順
調
に
た
た
ら
経
営
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
た
.
彼
の
没
年
は
、
鉄
価
が
急
騰
す
る
文
久
二
年
(
1
八
六
二
)
　
で
あ
る
。

五
　
「
御
仕
入
」
・
「
御
主
法
人
」
　
の
意
味
す
る
も
の

こ
れ
ま
で
我
々
は
「
御
仕
入
」
や
「
御
主
法
人
」
　
に
つ
い
て
確
た
る
概
念
規
定
を

(ァ)

し
て
こ
な
か
っ
た
。
い
ま
l
　
つ
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
た
だ
、
そ
の
具

体
的
な
こ
と
は
、
藩
が
「
御
仕
入
」
と
な
っ
た
家
の
資
産
、
具
体
的
に
は
田
・
畑
・

家
財
な
ど
す
べ
て
を
「
御
取
上
」
げ
、
炉
・
鍛
冶
屋
の
設
備
に
つ
い
て
も
名
目
上
、

藩
の
没
収
と
し
た
。
し
か
し
実
質
的
に
は
資
産
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
家
は
、
藩
か
ら

許
可
を
得
て
、
地
主
経
営
を
し
、
炉
操
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
弘
化

四
年
の
田
郡
家
の
場
合
(
他
の
家
で
も
同
様
と
お
も
わ
れ
る
が
)
、
「
家
事
向
」
　
に
つ

い
て
は
、
田
部
家
が
郡
役
人
に
相
談
し
、
郡
御
奉
行
へ
願
い
出
な
が
ら
経
営
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
炉
操
業
に
つ
い
て
は
、
藩
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
炉
・
鍛
冶
屋

は
、
「
御
節
」
「
御
鍛
冶
屋
」
と
な
り
、
田
郡
家
が
藩
か
ら
「
御
支
配
人
」
に
任
命
さ

れ
、
操
業
し
た
の
で
あ
る
。
寛
政
十
一
年
の
麻
原
家
の
場
合
、
藩
か
ら
「
手
代
職
」

を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
御
仕
入
」
・
「
御
主
法
」
を
ど
の
よ
う
な
共
通
概
念
で
表
現
す
る

か
は
、
い
ま
だ
確
定
的
で
は
な
い
。
最
近
、
中
山
富
広
氏
が
筆
者
の
論
稿
さ
ら
に
は
、

弘
化
四
年
の
　
「
御
用
留
」
を
典
拠
に
、
こ
の
　
「
御
仕
入
」
・
「
御
主
法
」
を
わ
か
り

(S)

や
す
-
、
あ
え
て
誤
解
を
恐
れ
ず
「
破
産
」
と
表
現
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
態
と
し
て
は
「
公
物
」
や
「
借
銀
」
は
返
済
可
能
な
状
況
で

あ
り
、
事
実
田
部
家
で
も
、
天
明
五
年
、
寛
政
十
年
、
弘
化
四
年
と
「
御
主
法
人
」

と
な
り
な
が
ら
も
、
復
活
し
て
い
る
。
「
無
運
上
」
な
ど
の
藩
の
救
済
策
は
あ
る
が
、

借
銀
は
返
済
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
　
「
破
産
」
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い

と
思
わ
れ
る
。
し
か
ら
ば
ど
の
よ
う
な
状
態
と
み
な
す
べ
き
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
寛
政
十
年
、
松
江
藩
の
田
部
家
、
模
井
家
、
麻
原
家
、
卜
蔵

家
な
ど
鉄
師
七
人
が
大
坂
鉄
問
屋
へ
の
借
用
銀
を
藩
に
「
御
振
替
」
　
て
も
ら
い
、
鉄

師
た
ち
は
藩
へ
の
借
銀
に
し
て
も
ら
っ
た
時
、
鉄
師
た
ち
全
員
が
「
先
達
而
差
出
置

候
田
畑
山
林
諸
家
督
不
残
書
入
中
上
候
」
と
、
す
べ
て
の
資
産
を
「
書
入
」
に
し
た
。

こ
の
　
「
書
入
」
　
こ
そ
が
　
「
御
仕
入
」
・
「
御
主
法
」
　
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
「
質

入
」
　
で
な
く
、
「
書
入
」
　
で
あ
る
。
借
銀
の
抵
当
契
約
に
お
い
て
、
「
質
入
」
　
の
よ
う

に
、
契
約
期
間
中
、
抵
当
物
件
(
田
・
畑
・
家
財
な
ど
)
を
債
権
者
(
港
)
　
に
引
き

渡
す
の
で
は
な
く
、
借
用
証
文
に
抵
当
物
件
を
書
き
入
れ
る
の
み
と
す
る
も
の
で
あ

る
。百

姓
・
町
人
の
藩
へ
の
公
物
・
年
貢
・
養
米
の
返
済
な
ど
は
、
藩
と
し
て
は
決
し

て
い
さ
さ
か
も
譲
れ
な
い
も
の
と
し
て
対
処
し
た
。
従
っ
て
期
限
内
に
納
め
な
か
っ

た
場
合
、
全
資
産
を
没
収
し
た
形
を
取
り
、
実
質
的
に
は
藩
の
許
可
を
与
え
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
農
業
経
営
、
地
主
経
営
、
た
た
ら
操
業
を
行
わ
せ
、
借
銀
な
ど
を
返
済

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
鉄
師
た
ち
も
一
年
で
も
養
米
の
返
済
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、

ひ
た
す
ら
藩
の
救
済
を
お
願
い
し
て
い
る
か
ら
、
「
破
産
」
状
態
を
救
っ
て
も
ら
う

よ
う
な
「
御
願
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
時
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
寛
政
十
年
の
時
は
、
中
山
富
広
氏
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
「
身
代
ニ

Bl噸E

余
り
候
及
高
借
こ
、
必
至
相
続
難
相
成
、
諸
家
督
投
出
、
可
及
潰
二
茂
場
二
至
り
候
」

と
確
か
に
か
な
り
深
刻
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
経
済
状
態
で
な
-
て

も
、
藩
へ
の
借
銀
返
済
が
期
限
通
り
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
藩
も
厳
し
-
対
処
し
た
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た
め
、
我
々
は
い
さ
さ
か
深
刻
な
経
済
状
態
を
連
想
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す

る
。

六
　
幕
末
・
維
新
期
の
田
部
家
と
た
た
ら
経
営

弘
化
三
年
(
一
八
四
六
)
　
の
田
部
家
の
た
た
ら
経
営
に
お
け
る
苦
境
の
要
因
を
推

csn

し
量
る
も
の
と
し
て
、
前
述
の
堀
江
咲
月
の
研
究
成
果
が
あ
る
。

田
部
家
も
弘
化
四
年
(
1
八
四
七
)
、
藩
に
よ
っ
て
家
督
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
、

(
8
)

藩
の
勝
手
方
が
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
幕
末
の
緊
迫
し
た
世
情
の
中
で
、
軍
需
品
な
ど
の
原
料
と
し
て
鉄
の

需
要
が
急
拡
大
し
た
と
思
わ
れ
、
安
政
三
年
以
降
鉄
価
格
は
徐
々
に
上
昇
し
、
田
那

家
の
た
た
ら
経
営
は
し
だ
い
に
安
定
し
、
大
き
な
利
益
を
上
げ
る
よ
う
に
な
る
。

「
文
政
九
年
以
降
鐘
方
勘
定
出
目
銀
座
写
」
は
、
文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
　
以
降

の
田
部
家
の
各
鐘
に
お
け
る
生
産
量
、
売
上
高
、
利
益
な
ど
を
計
上
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
第
二
表
は
そ
れ
を
菅
谷
鐘
に
つ
い
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
菅
谷
鐘
は
経
営
が

も
っ
と
も
安
定
し
て
お
り
、
他
の
鐘
に
は
損
失
を
出
し
て
い
る
と
き
で
も
常
に
利
益

を
計
上
し
て
い
る
。
第
二
表
を
み
る
と
、
安
政
期
か
ら
売
上
高
も
急
上
昇
し
て
お
り
、

明
治
三
年
以
降
ま
た
売
上
高
、
利
益
と
も
に
減
少
し
て
い
る
。
「
大
坂
物
価
沿
革
表
」

(SO

に
よ
る
と
、
安
政
三
年
か
ら
鉄
価
格
は
徐
々
に
上
昇
し
て
い
っ
た
。
万
延
元
年
(
一

八
六
〇
)
　
の
貨
幣
改
鋳
以
降
に
は
全
般
的
に
物
価
は
高
騰
し
て
い
き
、
特
に
鉄
価
は

文
久
二
～
三
年
に
急
騰
し
て
い
る
。

第
三
表
は
安
政
六
年
(
一
八
五
九
)
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
の
田
郡
家
全
鐘
の
損
益

合
計
を
み
た
も
の
で
あ
る
.
文
久
三
年
(
1
八
六
三
)
か
ら
利
益
が
急
増
し
て
い
る
。

全
般
的
物
価
上
昇
の
中
で
、
鉄
価
の
上
昇
が
米
価
の
上
昇
を
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
慶
応
二
年
以
降
、
鉄
山
労
働
者
の
飯
米
と
し
て
た
た
ら
経
営
者
に
必
須
の

米
の
値
段
が
暴
騰
し
、
鉄
価
の
上
昇
を
上
回
っ
た
た
め
、
鉄
生
産
の
コ
ス
ト
を
上
罪

第2表　田部家菅谷鐘経営における銑・鋼等の年平均売上高と利益

単位:銀　貫目
時 期 別 売 上 高 利 益

文 政 . 天 保 期 の 年 平 均 10 1.4 24 .6

弘 化 . 嘉 永 期 の 年 平 均 12 5.8 3.2

安 政 期 の 年 平 均 17 0.2 67 .2

万 延 . 文 久 . 元 治 期 の 年 平 均 26 5.2 129 .4

慶 応 元 . 明 治 2 の 年 平 均 4 6 9.2 2 0 7.5

明 治 3 9 1.9 36 .3

明 治 4 16 0.7 77 .9

(注)数字の不明な年もあり、文政・天保期から万延・文久・元治期はそれぞれ5年間の平均。
慶応元・明治2は4年間の平均

出典:相良英輔編著『松江藩鉄師頭取　田郡家の研究』 28頁参照
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第3表　田部家全鐘の損益銀

単位:銀　貫目
年 次 損 益 か 所 別 鐘 の 損 益

安政 6 133 .1 鐘 6 か所すべてで利益 あ り0

万延元 175 .3 鍍 5 か所 のうち、八代谷鐘 のみ は損銀 をだす○

文久 2 165 .9 鍍 6 か所 のうち、八重瀧鍍 のみ損銀 をだす○

文久 3 4 23 .6 鐘 6 か所すべてで利益 をだす○

元治元 10 56 .2 鍍 6 か所すべてで利益 をだす 0

慶応元 13 98 .7 鐘 7 か所 の うち、新 しい奥原鍍 のみ損銀 だす。

慶応 3 - 128 .8 鐘 7 か所 の うち、利益 をだす のは菅谷鐘 と中谷鐘 のみ0

出典: 「文政9年以降鍍方勘定出目銀座写」 (整理番号「右上2前4-22」)0

さ
せ
、
た
た
ら
経
営
を
危
う
く
さ
せ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の
政
治

的
・
経
済
的
混
乱
状
況
の
中
で
も
、
田
部
家
は
よ
-
耐
え
抜
き
、
た
た
ら
製
鉄
業
を

存
続
さ
せ
て
い
っ
た
。

と
は
い
っ
て
も
、
近
代
以
降
、
鉄
鋼
石
を
原
料
と
す
る
洋
鉄
の
輸
入
は
拡
大
し
て

い
き
、
さ
ら
に
八
幡
製
鉄
所
の
設
立
な
ど
も
あ
っ
て
、
コ
ス
ト
の
高
い
た
た
ら
製
秩

は
近
代
的
な
溶
鉱
炉
に
よ
る
製
鉄
に
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
田
郡
家
は
明

治
四
十
年
、
規
模
の
縮
小
を
図
り
、
菅
谷
鐘
、
大
吉
鐘
と
芦
谷
、
杉
谷
の
両
鍛
冶
屋

だ
け
を
維
持
し
、
中
谷
鐘
、
瀧
谷
鍛
冶
屋
、
八
重
瀧
鐘
、
堂
ケ
谷
鐘
、
恩
谷
鍛
冶
屋
、

立
石
鐘
、
和
恵
鍛
冶
屋
の
七
カ
所
を
廃
業
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
杉
戸
鐘
、

町
鍛
冶
屋
も
引
き
続
い
て
休
業
し
、
小
規
模
経
営
に
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に

大
正
十
二
年
に
は
た
た
ら
製
鉄
業
の
す
べ
て
を
廃
業
し
、
木
炭
業
に
転
換
し
て
い
-

(!ァ)

の
で
あ
る
。



注

(
-
)
　
「
近
世
前
期
の
田
部
家
と
た
た
ら
経
営
」
　
(
『
山
陰
に
お
け
る
た
た
ら
製
鉄
史
の
比
較
研
究
-

近
世
・
近
代
を
中
心
に
1
』
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
1
　
1
年
刊
へ
　
所
収
)
　
所
収
島

根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー

(
2
)
　
「
鉄
山
旧
記
写
」
　
(
『
鉄
師
麻
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』
二
〇
〇
五
年
三
月
へ
一
一
八
貢
所

収
)

(
-
)
山
崎
一
郎
「
十
七
～
十
八
世
紀
前
期
、
松
江
藩
の
鉄
山
政
策
と
鉄
山
業
の
展
開
」
(
『
史
学
研

究
』
第
二
六
七
号
へ
　
二
〇
l
〇
年
三
月
、
一
三
頁
)

(
4
)
　
「
享
保
年
間
三
郡
御
冥
鉄
工
関
ス
ル
l
件
」
　
(
『
鉄
師
麻
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』
(
島
根
県

横
田
町
-
現
へ
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
-
、
二
〇
〇
五
・
三
、
1
〇
七
～
二
七
頁
)
所
収
O

(
-
)
　
こ
の
　
「
享
保
年
間
三
郡
御
買
鉄
二
関
ス
ル
1
件
」
　
に
関
し
て
は
、
土
井
作
治
「
松
江
藩
の
鉄

山
政
策
と
製
鉄
技
術
」
(
た
た
ら
研
究
全
編
『
日
本
製
鉄
史
論
集
』
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
)
　
四

二
三
頁
に
詳
し
-
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
崎
一
郎
前
掲
論
文
に
も
詳
し
い
。

(
-
)
山
崎
1
郎
前
掲
論
文
o
 
l
三
貢

(
-
)
天
明
五
年
「
鉄
方
御
用
留
」
(
田
部
家
文
書
)

(
-
)
同
右
。

(
-
)
同
右
。

(
S
)
同
右
。

ォ
)
『
戸
河
内
町
史
』
　
通
史
編
(
上
)
　
二
八
三
～
二
八
四
貢
.

(
2
)
相
良
英
輔
「
近
世
後
期
松
江
藩
に
お
け
る
た
た
ら
の
生
産
と
流
通
」
(
『
た
た
ら
製
鉄
・
石
見

銀
山
と
地
域
社
会
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
三
月
)
所
収
へ
　
二
三
頁
)

(
2
)
『
鉄
師
麻
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』
(
島
根
県
横
田
町
-
現
へ
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
、
二

〇
〇
五
・
三
、
1
　
1
九
～
1
二
〇
頁
)

(
3
)
寛
政
十
年
三
月
「
鉄
師
共
大
坂
借
用
銀
鉄
方
御
役
所
御
振
替
被
下
置
歳
賦
御
上
納
算
用
帳
」

(
田
郡
家
文
書
・
整
理
番
号
　
右
上
前
-
の
I
の
4
8
)

鳥
谷
智
文
「
奥
出
雲
麻
原
家
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
」
(
『
鉄
師
麻
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』

所
収
へ
　
二
七
頁
)
　
に
よ
る
と
、
麻
原
家
は
、
「
御
公
物
莫
太
へ
其
上
他
借
不
少
」
と
い
う
経
営
状

態
で
'
寛
政
十
一
年
(
一
七
九
九
)
　
に
　
「
御
仕
入
」
と
な
り
、
田
儀
樫
井
家
も
「
高
借
」
　
で
鉄

山
経
営
が
難
渋
し
て
お
り
、
享
和
三
年
(
1
八
〇
三
)
、
「
御
主
法
人
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
.

(
」
)
相
良
英
輔
「
近
世
後
期
松
江
藩
に
お
け
る
た
た
ら
の
生
産
と
流
通
」
(
『
た
た
ら
製
鉄
・
石
見

銀
山
と
地
域
社
会
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
八
・
三
、
二
三
貢
へ
所
収
)

(
S
)
　
田
郡
家
文
書
・
文
化
五
年
「
鉄
山
殿
合
一
巻
」
　
に
綴
じ
ら
れ
た
、
文
政
十
l
年
「
諸
御
用
附

込
」
　
に
文
政
十
三
年
六
月
十
九
日
の
　
「
御
注
進
申
上
御
事
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
吉
田
町
大
火
の

一
件
を
'
吉
田
町
年
寄
・
藤
七
と
日
代
・
六
右
衛
門
が
藩
の
高
橋
畔
右
衛
門
と
下
郡
清
三
郎
へ

与
頭
忠
四
郎
に
宛
て
て
報
告
し
た
も
の
で
、
報
告
を
受
け
た
三
人
は
、
取
り
調
べ
の
結
果
、
出

火
の
原
因
が
不
審
火
で
は
な
く
へ
　
「
自
火
手
過
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
を
松
江
城
下
の
橋
本
俸
蔵
に
報

告
し
て
い
る
。

(
サ
　
田
部
家
文
書
・
文
久
二
～
慶
応
元
年
『
御
用
留
』
(
整
理
番
号
・
右
上
〓
削
)
0

(
S
)
相
良
英
輔
「
田
部
家
の
由
来
と
た
た
ら
製
鉄
業
の
展
開
」
(
相
良
英
輔
編
著
『
著
『
松
江
藩

鉄
師
頭
取
田
部
家
の
研
究
』
へ
島
根
大
学
へ
　
二
〇
〇
九
年
三
月
へ
所
収
)
0

(
3
)
堀
江
咲
月
「
近
世
後
期
の
鉄
価
と
社
会
状
況
-
広
島
藩
佐
々
木
家
の
経
営
分
析
を
中
心
に
し

て
-
」
(
『
史
学
研
究
』
第
二
七
〇
号
所
収
)
0

た
だ
し
か
し
、
物
価
高
騰
に
よ
っ
て
の
み
へ
　
た
た
ら
経
営
が
困
難
に
陥
る
、
と
い
う
の
は
短
絡

的
で
あ
る
。
幕
末
に
は
物
価
の
高
騰
・
鉄
価
の
高
騰
が
た
た
ら
経
営
に
お
け
る
利
潤
を
増
加
さ

せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
た
ら
経
営
に
お
い
て
'
山
内
労
働
者
を
養
う
米
は
た
た
ら
経
営
者

に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
'
米
価
の
高
騰
が
鉄
価
の
上
昇
を
は
る
か
に
上
回
っ
た
時
に
経
営
困

難
に
陥
る
。

(
ァ
)
鳥
谷
智
文
「
近
世
後
期
に
お
け
る
出
雲
国
能
義
郡
鉄
師
家
嶋
家
の
経
営
進
出
-
出
雲
B
B
l
飯
石

郡
及
び
伯
書
国
日
野
郡
へ
の
進
出
事
例
-
」
　
(
『
た
た
ら
研
究
』
第
第
五
〇
号
へ
　
二
〇
一
〇
年
一

二
月
、
所
収
)
　
で
は
'
「
麻
原
家
は
寛
政
十
一
年
　
(
一
七
九
九
)
、
田
儀
樫
井
家
は
享
和
三
年

(
一
八
〇
三
)
　
に
そ
れ
ぞ
れ
「
主
法
人
」
と
な
り
、
藩
の
指
導
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
」
と
か
な
り
慎
重
な
表
現
を
し
て
い
る
。
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筆
者
も
、
「
田
郡
家
の
由
来
と
た
た
ら
製
鉄
業
の
展
開
」
(
相
良
英
輔
編
著
『
松
江
藩
鉄
師
頭
取

田
部
家
の
研
究
』
島
根
大
学
発
行
、
二
〇
〇
九
年
三
月
へ
所
収
)
　
で
、
弘
化
四
年
の
田
部
家
に

つ
い
て
「
藩
に
「
御
主
法
」
を
願
い
出
て
い
る
」
と
表
現
し
た
。

中
山
富
広
「
在
来
産
業
た
た
ら
製
鉄
の
衰
退
と
そ
の
歴
史
的
意
義
-
出
雲
・
田
郡
家
「
鉄
業

創
始
以
来
営
業
状
態
概
略
」
を
手
が
か
り
と
し
て
-
」
(
勝
部
真
人
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
社
会
に

お
け
る
外
来
と
在
来
』
所
収
)

(
S
)
堀
江
咲
月
「
近
世
後
期
の
鉄
価
と
社
会
状
況
-
広
島
藩
佐
々
木
家
の
経
営
分
析
を
中
心
に
I
」

(
『
史
学
研
究
』
第
二
七
〇
号
)

(
8
)
相
良
英
輔
「
田
部
家
の
由
来
と
た
た
ら
製
鉄
業
の
展
開
」
(
相
良
英
輔
編
著
『
松
江
藩
鉄
師

頭
取
田
部
家
の
研
究
』
所
収
へ
平
成
二
十
一
年
三
月
へ
島
根
大
学
発
行
)

(
3
)
宮
本
又
次
編
『
近
世
大
坂
の
物
価
と
利
子
』
(
創
元
社
へ
一
九
六
三
年
)

前
述
の
堀
江
咲
月
論
文
は
図
-
に
鉄
価
を
グ
ラ
フ
に
し
て
い
る
。

前
述
「
田
部
家
の
由
来
と
た
た
ら
製
鉄
業
の
展
開
」
に
詳
し
-
記
述
し
て
い
る
。



史
料
　
田
部
家
文
書
　
文
久
-
～
慶
応
元
年
『
御
用
留
』
(
右
上
-
前
)

(
元
治
二
年
五
月
　
吉
田
町
大
火
事
口
上
書
)

元
治
二
丑
五
月

飯
石
郡
吉
日
町
田
部
長
右
衛
門
殿
手
代
礼
蔵

方
よ
り
出
火
仕
、
町
中
過
半
焼
失
、
竃
数
井

御
制
札
場
類
焼
仕
候
二
付
、
吟
味
口
上
書

火
元
口
上
之
覚

私
儀
田
部
長
右
衛
門
様
方
二
而
手
代
奉
公
仕

裏
門
長
屋
二
住
居
罷
在
候
処
去
ル
六
日
夕

七
ツ
時
囲
嘘
之
灰
を
取
、
俵
二
人
門
脇
二

差
置
候
処
、
火
之
気
残
り
居
候
与
相
見
、
同
七
日
暁

八
ツ
時
分
側
二
積
有
之
木
け
ら
こ
火
移
り

燃
上
り
候
を
主
家
業
鉢
之
鍛
冶
場
よ
り
見
出
し

火
事
-
1
与
大
声
二
相
喚
候
二
付
、
乍
驚
早

速
起
上
り
有
合
之
水
を
懸
ケ
相
防
候
中

隣
家
井
二
村
町
人
別
各
様
追
々
駈
集

色
＼
＼
防
方
被
成
這
候
得
共
水
之
手
悪
敷

折
節
西
南
大
風
吹
立
主
家
居
宅
江

火
移
り
土
蔵
共
無
間
も
類
焼
、
夫
よ
り
町
内

両
側
へ
燃
広
リ
、
近
頃
照
続
乾
居
候
折
柄

防
方
不
能
手
段
二
余
程
之
軒
数
焼
失
仕

残
念
至
極
二
奉
存
候
、
右
二
村
兼
而
意
趣

遺
恨
之
者
も
有
之
、
付
火
之
仕
業
二
而
ハ
無
之
哉

何
そ
不
審
成
儀
も
有
之
候
ハ
、
有
形
申
出

(元治二年五月　吾田町大火事口上書)
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候
様
被
入
御
念
御
吟
味
披
仰
付
候
得
共

何
之
疑
敷
事
毛
頭
無
御
座
、
前
二
申
上
候
通

全
自
火
手
過
二
相
違
無
御
座
候
、
火
元
之
儀
ハ

兼
而
念
入
候
様
厳
敷
被
仰
渡
置
候
虞

不
調
法
之
儀
仕
、
剰
町
中
過
半
類
焼
仕

如
何
御
断
申
上
様
も
無
御
座
、
重
々
奉
恐
入
候

此
段
宜
敷
御
断
被
仰
上
可
被
下
候
以
上

火
元
　
礼
蔵

丑
　
五
月
十
日

口
上
書
取
揃
差
上
申
候
、
火
之
元
之
儀
ハ
兼
而
念
入
候
様

厳
敷
申
付
置
候
処
、
不
調
法
之
儀
仕
数
多

類
焼
、
殊
二
御
制
札
場
迄
も
焼
失
仕
候
段

於
私
共
も
奉
恐
入
候
、
且
大
別
持
高
家
内

人
数
井
焼
失
物
左
之
通
二
御
座
候

1
　
家
内
　
弐
人

吉
田
町

田
部
長
右
衛
門
様
裏
門
長
屋

火
元
　
礼
蔵

日
代

年
寄

六
右
衛
門
殿

侍
七
殿

御
注
進
中
上
御
事

去
ル
七
日
暁
八
ツ
時
頃
田
部
長
右
衛
門
様
方

構
之
内
裏
門
長
屋
二
住
居
罷
在
候
手
代

礼
蔵
与
申
者
方
よ
り
出
火
二
付
隣
家
ハ
不
及
申
二

村
町
人
別
私
共
直
二
駈
付
相
働
候
得
共
水
之

手
悪
敷
殊
二
西
南
大
風
吹
立
無
間
も

町
並
へ
火
移
り
夫
よ
り
両
側
へ
燃
広
り
、
大
火
二

相
成
防
方
仕
候
内
、
各
様
方
御
大
込
御
心
配
被
下

候
得
共
、
不
能
手
段
、
同
日
四
ツ
時
分
迄
二
莫
大

類
焼
仕
、
挽
々
苦
々
敷
次
第
二
奉
存
候
、
何
そ

火
元
井
町
中
大
別
共
各
様
へ
悉
御
吟
味
被
仰
付

候
得
共
、
礼
蔵
申
出
候
通
全
自
火
手
過
二

相
見
、
何
そ
疑
敷
儀
無
御
座
候
、
勿
論
類
焼

大
別
思
惑
筋
等
無
御
座
旨
申
出
候
、
則

礎
裏
門
長
屋
壱
軒

達
ひ
道
具
不
残

〆
一
持
高
　
九
百
七
拾
石

家
内
四
人

礎
居
家
壱
軒

米
穀
衣
類
入
土
蔵
壱
軒

酒
造
蔵
壱
軒
　
但
釜
屋
共

同
壱
軒

土
蔵
座
敷
兼
壱
軒

作
事
小
屋
壱
軒

厩
雪
隠
雑
異
人
壱
軒

雪
隠
拾
五
ヶ
所

水
車
壱
軒

夜
具
衣
類
過
半

遣
ひ
道
具
過
半

田
部
長
右
衛
門
様
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清
書
ニ
ハ
田
部
の
続
キ
江
貞
順
ヲ
書
出
ス

貞
順
肩
書
等
書
添
候
事
貞
順
続
キ
江
常
伯
ト
書
出
ス
事

家
内
三
人

一
持
高
　
拾
四
石
六
斗

家
内
六
人

居
家
壱
軒

土
蔵
一
軒

納
屋
1
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
不
残

〆

一
家
内
四
人

主
・
-
 
_
_
!
.
/

医
者

:アー/工

居
家
壱
軒

田
部
長
右
衛
門
様
後
家

貞
順

清
書
ニ
ハ
此
貞
順
ハ
田
部
の
続
キ

常
伯
よ
り
前
へ
書
出
ス

博
右
衛
門
借
家

太
助

居
家
　
壱
軒

土
蔵
　
壱
軒

同
　
　
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
不
残

〆

一
家
内
三
人
~

田
部
長
右
衛
門
様
借
家

七
右
衛
門

前
類
地

居

家

一

軒

小
屋
雪
隠
1
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
四
人

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
三
人

居
家
壱
軒

納
屋
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
三
人

居
家
壱
軒

雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
拾
五
石

家
内
八
人

徳
兵
衛

覚
市

喜
代
太

延
右
衛
門
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居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
四
斗

家
内
弐
入

居
家
壱
軒

jL¥?叶

遣
ひ
道
具
不
残

〆

源
蔵

1
　
家
内
弐
人

善
平
借
家

吉
兵
衛
事
　
喜
兵
衛

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
持
高
拾
四
石
四
斗

家
内
八
人

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
弐
人

忠
四
郎

-
 
'
-
-
 
'
・
'
%
'
.
'
'
・
-
‥
=

田
部
長
右
衛
門
様
借
家

仁
兵
衛

88

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
三
人

田
部
長
右
衛
門
様
借
家

才
市

居
家
壱
軒

'

'

蝣

-

 

'

蝣

'

'

,

蝣

!

'

蝣

¥

)

f

^

7

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
五
人

謙
竹
借
家

居
家
壱
軒

'

・

:

w

(

'

M

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
三
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
道
具
過
半

〆

一
家
内
三
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

贋
八

助
蔵



達
ひ
道
具
過
半

〆

l
　
家
内
五
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
道
具
過
半

〆

一
家
内
四
人

同
　
壱
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

〆
一
家
内
六
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
八
人

房
蔵

茂
兵
衛

同
居
　
い
と

佐
助

六
右
衛
門
借
家

定
市

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
七
人

田
部
長
右
衛
門
様
借
家

助
六

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
三
人

西
福
寺
借
家

伴
蔵

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
弐
人

六
右
衛
門
借
家

定
七

89

居
家
壱
軒

雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
少
々

〆

一
家
内
弐
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
五
斗

家
内
六
人

同
　
八
人

栄
八



居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
弐
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
三
人

居
家
壱
軒

'

-

 

-

蝣

:

-

-

y

y

r

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
弐
入

居
家
壱
軒

蝣
蝣
蝣
I
f
.
%
蝣
・
,
蝣
・
-
'
叶

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
弐
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
五
石
弐
斗

市
兵
衛

侍
市

藤
蔵

西
福
寺
借
屋

藤
次

家
内
弐
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
壱
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
五
斗

家
内
弐
入

居
家
一
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
三
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
五
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
九
升

家
内
弐
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
不
残

嘉
次
郎

90



〆

一
持
高
六
升

家
内
弐
入

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
持
高
六
升

家
内
弐
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
弐
人

米
太

慎
平

同
　
弐
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
七
人

忠
右
衛
門
借
家

伊
三

同
居
　
門
五
郎

千
代
松
借
家

・

ォ

・

.

-

/

,

"

¥

i

-

r

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆
(
内
脱
か
)

1
　
家
五
人

余
ハ
右
同
断
之
事

家
内
六
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
九
升

家
内
五
人

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
家
内
弐
入

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
八
石
六
斗

家
内
二
人

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

与
一
右
衛
門

但
半
焼
失
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〆

1
　
家
内
弐
人

偉
七
倍
家

政
市

居
家
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
持
高
壱
斗
弐
升

家
内
八
人

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
持
高
六
斗

家
内
三
人

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

〆

一
家
内
三
人

豊
助

治
平

但
半
焼
失

同
　
壱
入

居
家
壱
軒

但
桁
行
七
問

梁
行
三
間
半

同
f-T一

役
右　と　藤　所
Il占　・:-J　戦　守

但

納
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

(
こ
れ
以
降
「
〆
」
が
記
さ
れ
な
-
な
る
)

1
　
持
高
拾
五
石
四
斗

家
内
六
人

居
家
壱
軒
　
_
桁
行
六
間

梁
行
五
間

土
蔵
壱
軒
　
_
桁
行
弐
問
半

但
梁
行
三
間

土
蔵
壱
軒
　
　
桁
行
弐
間
半

但
梁
行
九
問

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
不
残

一
持
高
拾
七
石

家
内
弐
入

居
家
壱
軒

檀

土
蔵
壱
軒

但
桁
行
七
間

梁
行
七
間

桁
行
五
間

梁
行
三
間

小
屋
壱
軒

雪
隠
壱
軒

遣
ひ
道
具
不
残

1
　
家
内
壱
人

同同同

真
四
郎

右
居

田
部
長
右
衛
門
様
借
家

花
之
助
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同
　
弐
入

居
家
壱
軒

但
桁
行
六
間

梁
行
四
間

同
居
　
宇
八

右
居

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

小
屋
雪
隠
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

1
　
家
内
四
人

居
家
壱
軒
　
_
桁
行
六
問

但
圭
一
z
^
U

一
家
内
六
人

但

蔦
右
衛
門
借
家

本
十

右
居

居
家
壱
軒
　
　
桁
行
六
問

高
平
借
家

蝣

-

D

r

C

;

右
居

但
梁
行
三
間
半

土
蔵
壱
軒
　
_
桁
行
弐
間
半

梁
行
三
間

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
少
々

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
過
半

一
持
高
四
斗
八
升

愛
助

一
家
内
弐
人

居
家
壱
軒

檀
桁
行
三
間
半

梁
行
五
間

万
平
借
家

小
太

右
居

家
内
六
人

居
家
壱
軒

但
桁
行
三
間

r¥い. 'C-.問

右
居
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土
蔵
壱
軒
　
_
桁
行
弐
間
半

!
蝣
・
臣
壱
軒

達
ひ
道
具
少
々

但
梁
行
弐
問

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
過
半

但

梁
行
六
間

一
家
内
三
人

居
家
壱
軒
　
　
桁
行
三
間

侍
七
倍
家

慶
七

右
居

一
持
高
弐
石
四
斗

家
内
五
人

居
家
壱
軒

土
蔵
壱
軒
　
_
桁
行
弐
問
半

.
J

但
'
-
蝣
1
-
n
.
 
'
臣

桁
行
四
間

蝣
V
/
'
一
日
二
.
間

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒



達
ひ
道
具
過
半

1
　
持
高
四
十
六
石

家
内
五
人

博
七

本
堂
壱
軒

庫
裏
壱
軒

廊
下

但
四
間
半
二
六
問

但
三
間
半
二
六
間

居
家
壱
軒

但

土
蔵
壱
軒

JZ_

桁
行
五
間

梁
行
六
間

桁
行
五
間

梁
行
弐
間
半

右
居

但

納
屋
壱
軒

但
桁
行
四
間

∴
、
z
-
 
'
J
'
^

桁
行
三
間

「
一
、
'
口
T
.
T
-

事
蝣
-
C
r
 
、
ト

達
ひ
道
具
過
半

〆

1
　
持
高
五
拾
石

家
内
五
人

居
家
壱
軒

但
桁
行
七
間

梁
行
五
間
半

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

達
ひ
道
具
少
々

一
高
弐
拾
石

家
内
六
人

居
家
壱
軒

但
桁
行
六
問

梁
行
三
間
半

小
屋
雪
隠
兼
壱
軒

遣
ひ
道
具
少
々

一
人
数
弐
人
　
　
住
持
壱
入

内
坊
守
壱
人

六
右
衛
門

仏
具
少
々

遣
ひ
道
具
不
残

〆禅
宗
長
寿
寺
壱
円

1
　
宗
仰
堂
壱
軒
　
但
弐
問
四
方

右
居

1
　
御
制
札
場
壱
軒

但
御
制
札
者
不
残
外
シ
日
代
手
前
二

預
り
置
申
上
候
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蔦
平

一
鋼
蔵
壱
軒

但
近
火
の
用
心
上
屋
根
剥
置
損
来
申
上
候

右
居

1
　
十
王
堂
壱
軒
　
但
丸
焼

S
I
緬

西
福
寺

守

六
拾
壱
軒

弐
拾
三
軒

内
四
軒
　
半
焼
失

壱
ケ
寺



薬
師
堂
　
　
壱
軒

十
王
堂
　
　
壱
軒

御
制
札
場
　
壱
軒

此
大
高
　
　
弐
百
四
拾
九
人

村
田
畿
右
衛
門
様

与
頭
嵩
四
郎

下
郡
侍
九
郎

佐
藤
自
蔵

右
之
通
相
違
無
御
座
、
此
外
人
馬
過
等

無
御
座
候
、
此
段
宜
敷
被
仰
上
可
被
下
候
以
上

五
月
十
1
日

年
寄
　
侍
七

日
代
　
六
右
衛
門

佐
藤
自
蔵
殿

下
郡
博
九
郎
殿

与
頭
蔦
四
郎
殿

与
頭
栄
三
郎
殿

右
手
代
檀
蔵
方
よ
り
去
ル
七
日
暁
八
ツ
時
頃
よ
り
出
火

燃
上
り
候
二
付
、
私
共
早
速
罷
出
防
方
色
々
手
を
尽
し

候
得
共
、
西
南
風
強
ク
大
火
燃
屠
り
防
方
不
相
叶

同
日
四
ツ
時
頃
迄
二
焼
鎮
り
、
余
程
之
軒
数
焼
失
仕

孜
々
不
便
至
極
二
奉
存
候
、
依
之
火
元
礼
蔵
井
隣
家

勿
論
町
中
大
別
悉
吟
味
仕
候
処
、
前
件
申
出

候
通
何
之
疑
敷
儀
茂
不
相
見
、
仇
火
元
口
上
書

町
役
人
注
進
書
共
取
揃
差
上
申
候
、
且
隣
家
井

町
中
大
別
口
上
書
者
郡
役
人
手
前
ホ
取
置
申
上
候

拐
又
火
元
橿
蔵
儀
者
急
度
申
付
置
御
訴

中
上
候
以
上

五
月
十
三
日

与
頭
栄
三
郎




